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第１ 総則 

１． 要求水準の位置づけ 

国道９号乙吉電線共同溝ＰＦＩ事業要求水準書（以下「要求水準書」という。）は、国道

９号乙吉電線共同溝ＰＦＩ事業（以下「本事業」という。）の業務を遂行するにあたり、事

業者に求める業務の水準（以下「要求水準」という。）を記載したものである。 

事業者は、要求水準を満たす限りにおいて、本事業に関し自由に提案を行うことができ

るものとする。なお、中国地方整備局は、選定事業者を特定する過程における審査条件とし

て要求水準を用いる。 

また、事業者は、本事業の事業期間にわたって要求水準を遵守しなければならない。中国

地方整備局による業績等監視により事業者が要求水準を達成できないことが確認された場

合は、別に定める規定に基づき、業務の対価の減額又は契約解除等の措置がなされる。 

２． 用語の定義 

用語の定義は、各章で定めるほか、別紙１「用語の定義」による。 

３． 適用範囲 

要求水準書は、本事業に適用する。 

４． 事業対象区域 

事業対象区域の概要 

１）所在地：島根県益田市乙吉町～あけぼの西町 

２）事業延長：1.32km（道路延長：0.66km） 

 

事業対象区域の現況 

別紙２「事業対象区域図」による。 

５． 事業目的 

本事業は、無電柱化がもたらす整備効果である道路の防災性の向上、通行空間の快適性

向上及び良好な景観創出を早期に実現するため、調査・設計から工事及び一定期間の維持

管理まで含めた包括的かつ長期間の事業契約とする電線共同溝型ＰＦＩを適用し、工程の

最適化、手戻り作業の最小化、円滑な事業推進等による工期短縮に民間企業の技術的ノウ

ハウを積極的に取り入れ、効率的かつ効果的な事業推進を図ることを目的とする。 

６． 事業の概要 

本事業は、電線共同溝（管路部、特殊部、横断部）、車道、歩道、道路附属物（以下「本

施設」という。）の調査・設計及び工事、並びに電線共同溝（管路部、特殊部、横断部）（以
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下「維持管理対象施設」という。）の維持管理をＰＦＩ法に基づき包括的に実施するもので

ある。 

本事業が対象とする範囲は、別紙２「事業対象区域図」、別紙３「ア 調査・設計業務・

イ 工事業務・ウ 工事監理業務の対象範囲」、別紙４「エ 維持管理業務の対象範囲」及び

下表のとおりである。 

○：特定事業が対象とする項目 

なお、電線共同溝（管路部）の引込管、連系管及び連系設備を含み、引込設備は含ま

ない。また、電線の入線工事や既存電柱・電線の撤去は、工事業務に含まない。 

７． 業務の内容 

事業者が実施する業務は、以下のとおりである。 

調査・設計業務 

１）調査業務（机上調査、試掘調査、現地調査を含む） 

２）詳細設計業務 

３）調整マネジメント業務（設計段階） 

 

工事業務 

１）既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務 

２）整備工事業務 

３）調整マネジメント業務（工事段階） 

４）本施設の所有権移転業務 

 

工事監理業務 

１）工事監理業務 

 

維持管理業務 

１）点検・補修業務 

２）台帳作成・管理業務 

３）調整マネジメント業務（維持管理段階） 

対象 

区分 
電線共同溝 

(管路部、特殊部、横断部) 
歩道 

（舗装） 
車道 

（舗装） 
道路附属物 

(道路照明、道路標識等) 

調査・設計業務 ○ ○ ○ ○ 

工事業務 ○ ○ ○ ○ 

工事監理業務 ○ ○ ○ ○ 

維持管理業務 ○ ‐ ‐ ‐ 
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事業期間 

１）調査・設計業務及び工事業務：事業契約の締結～令和 13 年３月 31 日（上限７年） 

２）維持管理業務：本施設の完成・引渡し～令和 35 年３月 31 日（22 年） 

事業者の提案に基づき、調査・設計業務及び工事業務期間（上限７年）は短縮する

ことができる。当該期間の短縮に伴う維持管理業務期間の変更については、契約変

更の対象とする。 

なお、本施設の完成・引渡しが令和 13 年３月 31 日より早まった場合であっても、

本施設の整備業務に係る対価の割賦方式による支払い始期は前倒しすることなく

令和 13 年度からとし、当該支払期間は令和 13 年度から令和 34 年度までとする。

また、本事業の完了日となる令和 35 年３月 31 日の変更も行わない。 

８． 遵守すべき法令等 

事業者は、本事業の実施にあたり必要とされる関係法令（関連する施行令、施行規則、

条例等を含む）等を遵守しなければならない。 

なお、関係法令等は、常に最新のものを適用するものとする。 

９． 秘密の保持 

事業者は、本事業により知り得た情報（個人情報を含む）を、中国地方整備局の承諾な

しに第三者に開示、漏洩せず、また、本事業以外の目的には使用しないこと。 

１０． 適用基準等 

業務実施にあたっては、関連する法令等によるものの他、以下に掲げる基準等（以下

「適用基準等」という。）を適用する。 

なお、適用基準等に関しては、最新のものを適用するものとする。 

また、適用基準等については、事業者の責任において、関係法令及び要求水準を満たす

よう適切に使用するものとする。 

要求水準書と適用基準等において、要求水準書の性能が上回る場合は、要求水準書を優

先するものとする。 

（１）国土交通省「土木設計業務等共通仕様書（案）【共通編】」（令和５年３月） 

（２）国土交通省「土木設計業務等共通仕様書（案）【道路編】」（令和５年３月） 

（３）国土交通省「測量業務共通仕様書（案）」（令和５年３月） 

（４）国土交通省「地質・土質調査業務共通仕様書（案）」（令和２年３月） 

（５）国土交通省「土木設計業務等の電子納品要領（案）」（令和５年３月） 

（６）国土交通省「電子納品等運用ガイドライン【業務編】」（令和５年３月） 

（７）国土交通省「電子納品運用ガイドライン【地質・土質調査編】」（平成 30 年３月） 

（８）国土交通省「電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】」（令和５年３月） 

（９）国土交通省「詳細設計照査要領」（令和４年３月） 
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（１０）国土交通省「ＩＣＴの全面的な活用の推進に関する実施方針」（令和２年３月） 

（１１）国土交通省「ＢＩＭ/ＣＩＭ活用ガイドライン（案）」（令和４年３月） 

（１２）国土交通省「ＢＩＭ/ＣＩＭモデル等電子納品要領（案）及び同解説」（令和４年３月） 

（１３）国土交通省「土木工事共通仕様書」（令和５年３月） 

（１４）国土交通省「土木工事等の情報共有システム活用ガイドライン」（令和５年３月） 

（１５）国土交通省「ＣＡＤ製図基準」（平成 28 年３月） 

（１６）国土交通省「建設リサイクルガイドライン」（平成 14 年６月） 

（１７）中国地方整備局「土木設計業務等共通仕様書（案）」（令和５年３月） 

（１８）中国地方整備局「測量業務共通仕様書（案）」（令和５年３月） 

（１９）中国地方整備局「地質・土質調査業務共通仕様書（案）」（令和５年３月） 

（２０）中国地方整備局「土木工事共通仕様書」（令和５年６月） 

（２１）中国地方整備局「発注者支援業務共通仕様書（案）」（令和３年３月） 

（２２）中国地方整備局「請願工事マニュアル（案）」（平成 16 年４月） 

（２３）中国地方整備局「電線共同溝マニュアル（案）（第５回改訂版）」（令和２年１月） 

（２４）中国地方整備局「土木工事書類作成マニュアル」（平成 30 年３月） 

（２５）中国地方整備局「工事一時中止に係るガイドライン（案）」（平成 28 年３月） 

（２６）中国地方整備局「工事請負契約に係る設計・変更ガイドライン（案）」（平成 29 年 10 月） 

（２７）建設省通知「道路工事現場における標示施設等の設置基準」（昭和 37 年８月） 

（２８）建設省通知「道路工事保安施設設置基準（案）」（昭和 47 年２月） 

（２９）建設省「建設機械に関する技術指針」（平成 10 年３月） 

（３０）建設省「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和 62 年３月） 

（３１）国土技術政策総合研究所「道路工事完成図等作成要領」（平成 20 年 12 月） 

（３２）（公社）日本道路協会「舗装調査・試験法便覧」（平成 31 年３月） 

１１． 業務の監視 

中国地方整備局は、事業者が事業契約に基づいて本事業の実施を適正かつ確実に実施し

ていることを確認するために、各業務の実施状況、事業者の財務状況を監視し、必要に応

じて是正又は改善を要求する。 

１２． 関係者協議会等の設置 

中国地方整備局及び事業者は、本事業を円滑に実施するために必要な事項に関する協議

を行うために、中国地方整備局及び事業者により構成する関係者協議会等を必要に応じて

設置する。 

１３． 事業期間終了時の水準 

事業者は、事業期間中の維持管理業務を適切に行うことにより、事業が終了する時点に

おいても要求水準を満たす状態で維持管理対象施設を保持していなければならない。 
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また、事業者は、中国地方整備局に調査報告書を提出し、維持管理対象施設が要求水準

書で定める水準を満たしていることを確認するための協議を事業期間終了日の２年前から

開始すること。 

１４． 要求水準の変更 

中国地方整備局及び事業者は、事業期間中に利用者のニーズや社会情勢の変化、法令等

の変更、追加、大規模災害等の不可抗力その他国及び事業者の責めに帰すことができない

事由が発生し、業務内容等の変更が必要と判断した場合には、双方協議の上、要求水準を

変更できるものとする。 

また、中国地方整備局は、その他事由により業務内容の変更が必要と判断した場合に

は、要求水準の変更を求めることがある。 

１５． 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

（１）事業者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するこ

と。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な

協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。 

（２）（１）により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を

中国地方整備局に報告すること。 

（３）（１）及び（２）の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じる

ことがある。 

（４）暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた

場合は、事業者は中国地方整備局と協議すること。 
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第２ 調査・設計業務 

１． 総則 

一般事項 

事業者は、要求水準書及び選定時に自ら提案した事業計画に基づき、本施設の調査・設

計業務を実施する。また、事業者は、調査・設計業務期間中に生じる電線管理者や地域住

民等関係機関と必要な調整を行うこと。 

本業務の履行にあたっては、第１-10．適用基準等に示す土木設計業務等共通仕様書（案）

（以下「設計共通仕様書」という。）に基づき実施するものとし、設計共通仕様書に対す

る特記仕様は次項以降のとおりとする。 

なお、設計にあたっては、的確な構造と経済性、周辺環境（工事中の路上規制が与え

る外部への影響等）、歩行者及び車いす利用者等へ配慮した設計や新技術・新工法等の

提案を積極的に行うこと。 

 

業務の条件 

事業者は、以下の条件に基づいて調査・設計業務を実施すること。 

１）事業者は、調査・設計業務を適正かつ円滑に実施するため、中国地方整備局と協議

の上、進めるものとし、その内容について、その都度事業者が書面（打合せ記録簿）

に記録し、相互に確認する。なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メー

ル等で確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成すること。 

２）事業者は、中国地方整備局に対し、調査・設計業務の進捗状況を定期的に報告するこ

と。 

３）中国地方整備局は、調査・設計業務の進捗状況及び内容について、随時確認すること

ができる。 

４）事業者は、必要となる各種申請業務を行い、申請手続に関する関係機関との協議内

容を中国地方整備局に報告するとともに、必要に応じて各種許可等の書類の写しを

中国地方整備局に提出すること。 

５）調査・設計業務に必要な許認可申請に必要な検討、計算、図書の作成、協議等は、事

業者において行うこと。 

６）中国地方整備局が地域住民等に向けて設計内容に関する説明を行う場合、事業者は

中国地方整備局の要請に応じて説明用資料を作成するとともに、必要に応じて説明

に協力すること。 

 

配置技術者の確認 

事業者は、業務計画書（設計共通仕様書第1112条）の業務組織計画に配置技術者の立

場・役割を明確に記載すること。また、本業務の管理技術者は、事業者が提出した第一次

審査資料に記述した配置予定の技術者でなければならない。 
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打合せ等 

打合せは、業務着手時、業務の主要な区切り及び業務完了時において行うこと。 

なお、打合せ等は、設計共通仕様書に定めるものに加え、中国地方整備局と協議の上実

施すること。 

 

資料の貸与 

本業務に必要な以下の資料を貸与する。 

・令和４年度国道９号益田地区電線共同溝設計業務 設計報告書 

（電線共同溝予備修正設計編） 

・令和４年度浜田河川国道事務所管内電線共同溝設計他業務 

（乙吉電線共同溝：図面・数量計算） 

 

再委託 

１）本業務について、主たる部分の再委託は認めない。 

本業務における「主たる部分」とは、以下に掲げるものをいう。 

・設計業務等における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等 

・解析業務における手法の決定及び技術的判断 

２）本業務における契約書に規定する「軽微な部分」は、設計共通仕様書第 1128 条第２

項に規定する部分とする。 

３）設計共通仕様書第 1128 条第２項に基づき、再委託の承諾を申請する場合は、設計共

通仕様書別添様式２により申請するものとし、中国地方整備局が再委託を承諾した

場合は、業務計画書に「履行体制に関する書面」を添付し提出すること。 

 

土地への立ち入り等 

１）業務の実施に伴う植物の伐採、かき・さく等の除去又は土地若しくは工作物の一時

使用により生じる損失は、事業者の負担とする。 

２）現地調査を実施する場合、調査員のうち１人は必ず自己の身分証明書を携帯して業

務にあたること。 

３）事業者は、土地等の所有者、その他関係人等からの請求があったときは、身分証明書

を提示すること。 

４）身分証明書の内容については、事業契約に基づく業務を行うものであることの証明

とし、別に定める身分証明書に基づき、中国地方整備局が交付するものとする。 

５）身分証明書の発行対象者は、原則として管理技術者とする。ただし、調査員の編成等

に関連して別途必要となる場合は、契約後速やかに、その適任者を届け出て交付を

受けること。 

６）強制立入り等で関係法令に基づく身分証明書については、別途とする。 
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合同現地踏査 

中国地方整備局及び事業者合同での現地踏査を希望する場合は、中国地方整備局と協

議すること。合同現地踏査において確認した事項については、打合せ記録簿に記録し、中

国地方整備局と事業者間で相互に確認するものとする。 

 

設計図書等の提出 

事業者は、工事着手予定日の１か月前までに、設計共通仕様書に基づき以下の設計図

書等を作成し、中国地方整備局に提出すること。なお、業務履行中、中国地方整備局より

中間成果を求められた場合は、速やかに提出すること。 

本業務の設計図書等は電子納品とする。電子納品とは、本業務の最終成果物を電子デ

ータで納品することをいう。提出する成果物は、以下のとおりとする。 

・土木設計業務等の電子納品要領（案）に基づいて作成した電子データ２部 

 

公開用成果品の作成 

成果品の作成にあたって、個人情報等の公開すべきでない情報がある場合は、中国地

方整備局との協議に基づきマスキング等の措置を行い、公開用成果品を別途とりまとめ

ること。 

２． 調査業務 

調査項目 

本事業の対象区域において現地踏査を実施し、埋設物調査の必要性が確認された場合、

地下埋設物の状況を把握するために、試掘又は非破壊の埋設物探査を実施すること。 

 

３次元測量成果について 

１）本業務において地形データを作成する際、「当該業務内にて測量を実施し、その結果

を使用」、「既存の２次元測量成果を使用」、「国土地理院・基盤地図情報（数値標高モ

デル）を使用」のいずれかを中国地方整備局に報告すること。 

設計図書等 内容 

埋設物調査結果 埋設物件平面図等 

設計図 電線共同溝詳細設計 

数量計算書 同上 

報告書 

同上 
・設計概要書 
・設計検討経緯書 
・本体構造計算書 
・仮設計算書 
・施工計画書 等 

事業費 事業費内訳書 

その他調査成果報告書 関係機関協議結果等 
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２）事業者は、「LandXML1.2 に準じた３次元設計データ交換標準（案）」に基づいて３

次元設計データを作成し、電子データで提出すること。データ作成・納品に係る措置

については、「LandXML1.2 に準じた３次元設計データ交換標準の運用ガイドライン

（案）」（以下「LandXML ガイドライン」という。）によるものとする。併せてオリ

ジナルデータも納品すること。 

３． 詳細設計業務 

設計項目 

本事業の対象区域において、電線共同溝詳細設計を行うこと。 

なお、必要に応じて、中国地方整備局と協議の上、道路詳細設計を実施すること。 

 

ＢＩＭ/ＣＩＭ適用業務について 

本業務は、ＢＩＭ/ＣＩＭ適用業務（発注者指定型）である。 

以下に示す活用内容について、３次元モデルを作成し、活用すること。詳細について

は、中国地方整備局及び事業者間で協議し、以下の１）から３）までにより実施する。 

事業者が希望する場合、中国地方整備局が示す活用内容以外の活用内容を提案するこ

とができる。 

なお、契約後の条件変更等により、活用効果が期待できなくなった中国地方整備局指

定による推奨項目については、中国地方整備局及び事業者間で協議の上、変更できるも

のとする。 

ＢＩＭ/ＣＩＭ適用業務に要する費用については、当初は計上していない。中国地方

整備局及び事業者間の協議に基づき、設計変更を行うものとする。 

活用内容 活用内容の詳細 

義
務
項
目 

出来上がり全体 
イメージの確認 

出来上がりの完成形状を３次元モデルで視覚化すること
で、関係者で全体イメージの共有を図る 

特定部の確認 
(２次元図面の確認補助) 

２次元では表現が難しい箇所を３次元モデルで視覚化す
ることで、関係者の理解促進や２次元図面の精度向上を
図る 

推
奨
項
目 

重ね合わせによる確認 
３次元モデルに複数の情報を重ね合わせて表示すること
により、位置関係にずれ、干渉等がないか等を確認する 

現場条件の確認 
３次元モデルに建機等を配置し、近接物の干渉等、施工
に支障がないか確認する 

施工ステップの確認 
一連の施工工程のステップごとの３次元モデルで、施工
可能かどうかを確認する 

事業計画の検討 
３次元モデルで複数の設計案を作成し、最適な事業計画
を検討する 
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（参考）３次元モデル作成の目安 

詳細度 
200又は300程度※１ 
※１ 構造形式がわかるモデル～主構造の

形状がわかるモデル 

属性情報※２ 
※２ 部材等の名称、規格、仕様等の情報 

オブジェクト分類名※３のみ入力し、その
他は任意とする 
※３ 道路土構造物、橋梁等の分類の名称 

１）ＢＩＭ/ＣＩＭ実施計画書の作成 

３次元モデルの活用について、以下の内容を中国地方整備局及び事業者間で協議

し、ＢＩＭ/ＣＩＭ実施計画書を作成すること。内容に変更が生じた場合は、中国地

方整備局及び事業者間で協議し、ＢＩＭ/ＣＩＭ実施（変更）計画書を作成するこ

と。また、作成したＢＩＭ/ＣＩＭ実施計画書（変更含む）に基づき、本業務を実施

すること。 

①３次元モデルの活用内容（実施内容、期待する効果等） 

②３次元モデルの作成仕様（作成範囲、詳細度、属性情報、別業務等で作成された

３次元モデルの使用等） 

③３次元モデルの作成に用いるソフトウェア、オリジナルデータの種類 

④３次元モデルの作成担当者 

⑤３次元モデルの作成・活用に要する費用 

２）ＢＩＭ/ＣＩＭ実施報告書の作成 

ＢＩＭ/ＣＩＭ実施計画書に基づく３次元モデルの活用について、以下の内容を記載

したＢＩＭ/ＣＩＭ実施報告書を作成すること。 

①３次元モデルの活用概要（実施概要、期待する効果の結果等、期待した効果が

十分に得られなかった場合の考察を含む） 

②作成・活用した３次元モデル（作成範囲、詳細度、属性情報、基準点の情報等） 

③後段階への引継事項（対応する無償ビューワーの種類、２次元図面との整合に

関する情報、活用時の注意点等） 

④成果物 

⑤その他（創意工夫内容、基準要領に関する改善提案・意見・要望、ソフトウェア

への技術開発提案事項等） 

３）成果の納品 

ＢＩＭ/ＣＩＭ実施計画書（変更含む）、ＢＩＭ/ＣＩＭ実施報告書及び作成した３

次元モデルを納品すること。 

４． 調整マネジメント業務（設計段階） 

一般事項 

事業者は、設計業務と並行して、以下に記載する各種業務について中国地方整備局と

連携の上、自ら主体的に業務をマネジメントし実施すること。 
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業務計画 

事業者は、調整マネジメント業務（設計段階）実施にあたり、以下の（３）から（８）

に記載する各種業務について業務計画書を作成し、業務着手予定の前営業日までに中国

地方整備局へ提出すること。 

 

事業説明、地元・関係者機関調整等 

事業者は、地域住民及び地権者に対して事業（設計）説明会を実施し、内容に対して同

意を得るよう努めなければならない。説明対象者と周知方法については中国地方整備局

等と協議の上で決定し、十分な周知期間を確保した上で、事業者が周知活動を行うもの

とする。 

 

支障物件等調査及び移転協議 

事業者は、詳細設計にあたり電線共同溝の設置位置と影響範囲を現地確認した上で、

支障物件の抽出と移転計画を立案すること。なお、占用業者等への協議は、事前に協議内

容を中国地方整備局と協議した上で行うこと。 

 

家屋調査 

事業者は、「用地関係業務請負基準」の「地盤変動影響調査算定要領」に基づき、家屋

調査を行うこと。実施時期は、工事着手前と工事完成後とする。 

事業者は、「新版 工損調査標準仕様書（案）の解説」に基づき、道路端から40ｍの住

民及び地権者を対象として、家屋調査を実施し、工事の同意を得ること。 

 

占用業者等との電線共同溝の協議 

事業者は、詳細設計について、以下に掲げる占用業者等と協議したうえで設計図書を

作成すること。 

・西日本電信電話株式会社 

・中国電力株式会社 

・株式会社エネコム 

・益田市 

・公安委員会 

・道路管理者 

 

占用業者等と引込管、連系管及び連携設備の協議 

事業者は、詳細設計にあたり、前項の占用業者等と協議した上で引込管、連系管及び連

系設備の設計を行うとともに、引込設備の設計を依頼すること。また、電線共同溝と引込

設備の同時施工について、調整を行うこと。 
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道路標識、照明灯、信号等の計画調整 

事業者は、道路標識、照明灯、信号等の計画について、道路管理者及び警察と調整を行

うこと。 

 

関係機関協議結果等のとりまとめ 

調整マネジメント業務において実施した関係機関協議等の経緯及び結果を整理し、中

国地方整備局に提出すること。 
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第３ 工事業務 

１． 総則 

一般事項 

事業者は、調査・設計業務で作成した設計図書等に基づき、本施設の工事業務を行うこ

と。また、事業者は、既存支障施設の移設・解体撤去・復旧及び本施設の完成後、施設の

所有権移転を行うとともに、工事業務期間中に生じる電線管理者や地域住民等関係機関

と必要な調整を行うこと。 

本業務の履行にあたっては、第１-10．適用基準等に示す土木工事共通仕様書（以下「工

事共通仕様書」という。）に基づき実施するものとし、工事共通仕様書に対する特記仕様

は、以下に示すとおりとする。 

 

業務の条件 

事業者は、以下の条件に基づいて工事業務を実施すること。 

１）事業者は、本施設の工事業務を自己の責任において実施すること。 

２）工事業務の実施にあたり必要となる工事説明会等の地域住民への対応・調整につい

ては、事業者が自主的に行うものとし、中国地方整備局は必要に応じて協力するも

のとする。 

３）工事業務期間中の工事用電力、水等については事業者の負担とする。 

４）事業者は、工事着手までに工事目的物を完成するために必要な手順や工法等につい

ての施工計画書を作成・提出し、中国地方整備局の確認を受けること。 

５）事業者は、設計図書の読み間違えや測量の間違いを防止するための体制を施工計画

書に記載するものとし、施工計画書を遵守し工事の施工にあたること。 

６）事業者は、工事業務期間中、現場事務所に工事記録を常備すること。 

７）事業者は、中国地方整備局に対し、工事業務の進捗状況を定期的に報告すること。 

報告書の提出期間は工事着手月から施設引渡し月までとし、提出は毎月末の営業日

までとする。 

８）中国地方整備局は、工事業務の進捗状況及び内容について、随時事業者に確認でき

るものとする。 

９）工事業務に必要な許認可申請に必要な検討、計算、図書の作成、協議等は事業者にお

いて行うものとし、申請後に中国地方整備局にその写しを提出すること。 

 

完成検査及び完成（引渡）検査 

完成検査及び完成（引渡）検査は、以下に基づき実施すること。 

１）完成検査 

・事業者は、自己の責任及び費用において、完成検査を実施すること。 

・事業者は、自ら行う完成検査の７日前までに、当該完成検査を行う旨を中国地方整備
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局に書面で通知すること。 

・事業者は、完成検査終了後、要求水準未達等の不備がない場合は、速やかにその結果

を中国地方整備局に報告し、完成確認依頼書を提出すること。 

２）完成（引渡）検査 

・中国地方整備局は、完成確認依頼書を受領した後、事業者に対して検査日を通知し、

完成（引渡）検査を実施する。 

・完成（引渡）検査は、中国地方整備局及び事業者の臨場の上、実施する。 

・完成（引渡）検査は、工事目的物を対象として中国地方整備局が確認した設計図書

及び事業者の用意した工事完成図書等と対比して、以下に掲げる検査を実施する。 

①工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ 

②工事管理状況に関する書類、記録及び写真等 

・中国地方整備局は、完成（引渡）検査の結果、本施設及び成果物が要求水準のとおり

完成していることを確認した場合には、速やかに完成通知書を事業者に対して交付

する。 

 

工事完成図書の納品 

１）一般事項 

事業者は、工事目的物の供用開始後の維持管理、後工事や復旧工事施工に必要な情

報など、施設を供用する限り施設管理者が保有すべき資料をとりまとめた以下の書類

を工事完成図書として、中国地方整備局へ納品すること。 

①工事完成図 

②工事管理台帳 

③関係機関協議結果等 

２）工事完成図 

事業者は、設計図書に従って工事目的物の完成状態を図面として記録した工事完成

図を紙の成果品及び電子成果品として作成すること。工事完成図は、主工種、主要構

造物だけでなく付帯工種、附属施設など施設管理に必要なすべての図面、設計条件、

測量情報等を含むものとし、工事完成図は設計寸法（中国地方整備局の確認により設

計寸法を変更した場合は、変更後の寸法）で表し、材料規格等はすべて実際に使用し

たもので表すこと。 

３）工事管理台帳 

事業者は、設計図書に従って工事目的物の完成状態を台帳として記録した工事管理

台帳を紙の成果品及び電子成果品として作成すること。工事管理台帳は、工事目的物

の諸元をとりまとめた施設管理台帳と工事目的物の品質記録をとりまとめた品質記録

台帳をいう。 

４）電子成果品及び紙の成果品 

事業者は、電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】に基づいて、電子成果品及
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び紙の成果品を作成及び納品すること。 

なお、工事管理ファイル、その他管理ファイル、施工計画書管理ファイル、打合わ

せ簿管理ファイル及びそれらのＤＴＤファイルは、「国土交通省ＣＡＬＳ/ＥＣ電子

納品に関する要領・基準サイト」（http://www.cals-ed.go.jp/cri_dtdxml）におい

て公開している「工事完成図書等に係わるＤＴＤ、ＸＭＬ出力例」を利用することと

し、関係する記載は読み替えるものとする。 

５）道路工事完成図等の電子成果品 

事業者は、下表に掲げる道路工事完成図等作成の対象工事である施工部分につい

て、道路工事完成図等作成要領に基づいて電子成果品を作成すること。 

表 道路工事完成図等作成の対象工事 

事業区分 工事区分 
完成図 

工事施 
設帳票 

平面図 縦断図 横断図 構造図 
構造 

詳細図 
用地 
丈量図 

 

道路新築 
・改築 

舗装 ○ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ 

共同溝・ 
電線共同溝 

共同溝 
○※1 ○※1 ‐ ‐ ‐ ‐ ○ 電線共同溝 

情報ボックス 

（凡例）○：道路工事完成図等作成要領に基づく完成図等の作成、電子納品が必須 

（注意）※１：新土木工事積算体系のレベル２工種で「舗装工」を含まない共同溝、

電線共同溝、情報ボックス工事については、平面図及び縦断図を作成

する必要はない。また、「舗装工」を含む工事であっても、仮復旧及

び道路の一部舗装のみを行う工事については、平面図及び縦断図を作

成する必要はない。 

 

型枠穴孔の補修 

型枠セパレータで除去タイプのコーンを用いる場合は、セパレータ端部が鉄筋かぶり

内に残らないようにすること。また、モルタル等による型枠穴孔の補修を行う場合は、専

用コテ等で入念に仕上げること。型枠穴孔の補修材の落下による第三者被害が想定され

る箇所については、落下の懸念が少ない方法によることとし、その方法を施工計画書に

記載しなければならない。 

２． 既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務 

事業者は、電線共同溝の建設に係る工事の施工に伴い、工事において支障となる既設

埋設物（道路附属物及び地下埋設占用物件）及び既存の歩道（舗装・縁石等を含む）・

附属施設・照明施設等の移設・解体撤去及び復旧を行うものとする。なお、既存支障施

設には共架設備（信号・標識等）を含む。 

業務実施に際して、事業者は以下の事項に留意すること。 
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１）試掘調査等の結果を踏まえ、支障物件の種類、範囲等を記入した移設計画平面・横断

図を作成し、占用業者に移設箇所、位置等の確認を行うこと。 

２）事業者が行う信号・標識等の移設にあたっては、車両及び歩行者の安全な通行を確

保するよう、活線工事の実施や適切な仮設設備の導入を検討すること。 

３）当該工事施工後は速やかに舗装の仮復旧を行い、車両及び歩行者の安全な通行を確

保すること。 

４）在来施設の撤去により生じた現場発生品は、下表の場所まで運搬の上、引渡しする

ものとし、引渡しに際しては、分別解体を行うこと。 

現場発生品 引渡し場所 
未定 益田市須子町地内 

なお、上表以外のものが発生した場合は、中国地方整備局の指示によるものとする。 

３． 整備溝工事業務 

コリンズへの位置情報の入力 

工事共通仕様書1-1-1-5コリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録に定める「登録のための

確認のお願い」を作成するにあたり、位置情報については以下のとおりとし、工事場所

及び座標（緯度、経度）を記載すること。なお、座標は、世界測地系（JGD2011）に準

拠する。 

起点 島根県益田市乙吉町     緯度34°41′9″  経度131°50′34″ 

終点 島根県益田市あけぼの西町  緯度34°40′57″ 経度131°50′10″ 

 

建設副産物 

事業者は、工事の施工に伴い発生した廃プラスチックを再生処理施設又は中間処理施

設へ搬出すること。 

１）受領書の交付 

事業者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等

に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 

２）再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等 

事業者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出

する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して中国地方整備局等

が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるな

ど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。 

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、公衆の見やすい場所

に掲げなければならない。 

３）建設発生土の運搬を行う者に対する通知 

事業者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、再生資源

利用促進計画に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と前項の確認結果

を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。 
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４）建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 

事業者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したとき

は、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載

された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するととも

に、中国地方整備局から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならな

い。 

 

環境政策（特定調達品目） 

グリーン購入法に基づく特定調達品目について、使用箇所等が決定している品目は下

表のとおりとする。 

分類 品目分類 品目名 使用箇所 

資材 

アスファルト 
混合物 

再生加熱アスファルト 
混合物 

切削オーバーレイ(Ａ)(基層) 
舗装復旧(Ａ)(上層路盤) 
仮舗装(Ａ)(表層) 
仮舗装(Ｂ)(表層) 

路盤材 再生骨材等 
舗装復旧(Ａ)(下層路盤) 
舗装復旧(Ｃ)(路盤) 
仮舗装(Ａ)(路盤) 

混合セメント 高炉セメント 鉄筋構造物 

建設 
機械 

 
排出ガス対策型建設機械 「建設機械に関する技術指針」による 

低騒音型建設機械 
「建設工事に伴う騒音振動対策技術
指針」による 

目的物 舗装 
排水性舗装 車道舗装(Ａ) 

透水性舗装 歩道舗装(Ａ)(Ｂ) 

 

施工時間 

本工事業務において交通規制を伴う夜間施工を実施する場合、当該交通規制時間は、

20時から６時までとする。 

 

主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間 

１）主任技術者又は監理技術者を専任で配置すべき期間は契約工期を基本とするが、事

業契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入

又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、中国地方整備局と事業者の

間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場で

の専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、事業契約の締結後、中

国地方整備局との打合せにおいて定めるものとする。 

２）工事完成後、完成（引渡）検査が終了し（中国地方整備局の都合により完成（引渡）

検査が遅延した場合を除く。）、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間につ

いては、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。 

なお、完成（引渡）検査が終了した日は、中国地方整備局が工事の完成を確認した

旨、事業者に通知した日とする。 



18 

電線共同溝の埋設管路等の事故防止 

本工事業務は、情報ボックス（電線共同溝、道路管理用光ファイバーケーブル）の近接

工事であるため、電線共同溝マニュアル（案）（第５回改定版）（中国地方整備局）に基づ

き、施工計画書の通信等設備事故防止計画には以下の事項を記載すること。 

・設備事故防止管理者 

・埋設箇所の確認方法（地中探査機含む） 

・近接部の工事施工方法（仮設計画含む） 

・作業上の留意事項及び作業員への周知方法 

・事故発生時の連絡体制及び即応対制 

・その他必要な事項 

また、試掘が必要な場合、中国地方整備局及び占用業者の立会を求め試掘を行い、埋

設位置を確認すること。 

 

工事工程の共有 

事業者は、工事着手前（準備期間内）に設計図書等を踏まえた工事工程表（クリティ

カルパスを含む）を作成し、中国地方整備局と共有すること。工程に影響する事項があ

る場合は、当該事項を工事工程表に記載し、処理対応者（「中国地方整備局」又は「事

業者」）を明確にすること。 

施工中に工事工程表のクリティカルパスに変更が生じた場合は、適切に中国地方整備

局と事業者間で共有すること。 

なお、工事工程の共有を円滑に実施するために、共有にあっては原則、情報共有シス

テム（ＡＳＰ）の機能を活用すること。また、事業者が作成した工事工程については、

成果物として電子データで納品すること。 

 

週休２日の実施 

本工事業務は、週休２日の試行対象工事（発注者指定型（現場閉所））である。事業

者は、現場閉所の計画を明記した施工計画書を工事着手日までに提出し、完成時に現場

閉所状況（閉所実績が記載された工程表（カレンダー等）等）を提出すること。 

各経費の補正は対象期間全体に対する週休２日の達成状況により決定するものとする

が、建設業の働き方改革を推進する観点から、事業者は１か月ごとに４週８休以上の現

場閉所が達成できるよう努めること。 

【週休２日の考え方】 

週休２日とは、対象期間（工事着手日から工事完成日までの期間。なお、年末年始６

日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止してい

る期間のほか、中国地方整備局があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（事

業者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。）において４週８

休以上の現場閉所を行うことをいう。 



19 

なお、中国地方整備局及び事業者間において、工事工程を共有し、週休２日が確保さ

れるよう工程管理を行うこと。 

事業者は、試行実施の中で、中国地方整備局が週休２日を導入するにあたっての問題

点、課題等を抽出・整理することを目的にアンケート調査等を実施する場合は、協力す

ること。 

事業者の責により、週休２日が実施できない場合は、必要に応じ、工事成績評定実施

要領に基づく点数を減ずる措置を行う。 

 

熱中症対策 

事業者は、施工計画書を提出する際に、工事期間中における気温の計測方法及び計測

結果の報告方法を明示すること。 

気温計測箇所及び結果は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は

環境省が公表している観測地点の暑さ指数（以下「ＷＢＧＴ」（Wet-Bulb Globe 

Temperature：湿球黒球温度）という。）を用いることを標準とする。なお、ＷＢＧＴを用

いる場合は、ＷＢＧＴが 25℃以上となる日を真夏日と見なす。ただし、これによりがた

い場合は、施工現場を代表する１地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得

られた計測結果を用いることも可とする。その計測に要する費用は、事業者の負担とす

る。 

 

一般事項（超速硬コンクリート） 

１）コンクリート（５号）の配合は、下表のとおりとすること。 

粗骨材の 
最大寸法 

スランプ 呼び強度 単位セメント量 減水剤 凝結遅延剤 

20～25mm 12±3cm 
24N/mm2 

(材令３時間) 
400kg/m3以上 

セメント量の 
0.5～2.0％ 

セメント量の 
0～1.4 

２）本工事に使用するコンクリートの練り混ぜは、JIS A 8603（強制練ミキサ）を使用

すること。やむを得ず可傾式ミキサを使用する場合には、中国地方整備局の確認を

受けること。 

３）コンクリートの練り混ぜ後、硬化を開始したコンクリートは、使用してはならない。 

４）材料の分離が認められたコンクリートは、使用してはならない。 

５）施工場所が湿潤状態及び雨天時又は気温５℃以下の時は、使用してはならない。 

 

道路施設基本データについて 

作成対象となる道路施設は、下表のとおりとする。 

区分 施設番号 施設名 

道路構造 C050 舗装 
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中間技術確認 

中国地方整備局は、整備工事期間中、各年度末において中間技術確認を実施する。 

 

アスファルト舗装の材料 

１）基層（中間層）において、改質アスファルトを使用する再生加熱アスファルト混合物

の再生骨材の配合率は、10％以下とすること。 

２）基層に使用する再生粗粒度Ａｓポリマー改質Ⅰ型のマーシャル試験値に対する基準

値は、下表の条件を満足するものとし、中国地方整備局に配合表を提出し、確認を受

けること。 

項目 突固め回数 安定度 フロー値 空隙率 飽和度 

基準値 75 回 4.9kN 20～40 ３～７ 65～85％ 

アスファルト混合物の設計アスファルト量は、決定した骨材配合についてマーシャ

ル試験及びホイールトラッキング試験を行い決定すること。なお、目標ＤＳ値は

3,000 回/mm 以上とすること。 

３）透水性アスファルト混合物は、ストレートアスファルトをバインダーに使用した開

粒度アスファルト混合物（13）を標準とし、下表に示す規格に適合させること。 

ただし、使用にあたっては、中国地方整備局の確認を受けること。 

①透水性アスファルト混合物の基準値 

項目 基準値 試験方法 

突き固め回数(回) 50 マーシャル安定度試験(舗装調査・試験法便覧) 

空隙率(％) 12以上 同上 

安定度(kN) 2.94以上 同上 

フロー値(1/100cm) 20～40 同上 

透水係数(cm/sec) 1×10-2 
透水性アスファルト混合物透水試験 
(舗装調査・試験法便覧) 

②アスファルト混合物の種類と標準粒度範囲 

混合物の種類 透水性アスファルト混合物 

仕上がり厚 4～5cm 

最大粒径 13mm 

通
過
質
量
百
分
率 

19mm 100 

13.2mm 95～100 

4.75mm 20～36 

2.36mm 12～25 

600μm ‐ 

300μm 5～13 

150μm ‐ 

 75μm 3～6 

アスファルト量 3.5～5.5％ 
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③品質管理項目と基準値 

項目 規格値 試験方法 

粒度(2.36mmﾌﾙｲ) ±12％以内基準粒度 舗装調査・試験法便覧 

粒度(75μmﾌﾙｲ) ± 5％以内基準粒度 同上 

アスファルト量 ±0.9％以内 同上 

温度 プラント:配合設計で決定した混合温度  

締め固め度 基準密度の94％以上 舗装調査・試験法便覧 

現場透水量 300ml/15sec以上 同上 

④フィルター層用材料 

適度な透水性を保有し、シルトや粘土などが少ない下表の粒度を満足する川砂・

山砂・海砂・採砂及び再生砂等を使用すること。 

項目 規格値 

75μm ふるい通過量 ６％以下 

４）配合設計におけるホイールトラッキング試験は、舗装調査・試験法便覧により実施

するものとし、試験基準は配合ごとに１回とする。ただし、同一配合の合材が 100t

未満のものは適用除外とする。 

 

排水性舗装工 

表層に用いるポーラスアスファルト混合物の目標塑性変形輪数は、3,000 回/mm とする

こと。 

管路工（管路部） 

１）事業者は、管路の布設終了後（埋設管では、埋戻し前又は終了後、露出・添架配管で

はケーブル入線前）、別紙５「電線共同溝管路試験要領（案）」により管路試験を行う

こと。試験の結果、不合格の時は手直しを実施すること。なお、工事完成後に試験表

を提出すること。 

２）電線共同溝の管路部に使用する管路材は、JIS C 3653 に示す管路材又は別紙６「管

路材性能規定」に示す性能と同等以上のものを使用すること。 

 

境界基準点の復元 

事業者は、工事が完成した場合、既成の敷地台帳に基づき境界基準点を現地に復元す

ること。 

 

ＩＣＴ活用工事について（ＩＣＴ舗装工（舗装修繕）） 

１）ＩＣＴ活用工事 

本工事業務は、国土交通省が提唱するi-Constructionに基づき、ＩＣＴの全面的活

用を図るため、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図

や施工管理の記録及び関係書類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工事（施
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工者希望Ⅱ型）である。また、「３次元出来形管理等施工管理」での３次元データ活

用を必須とし、その他の施工プロセス段階での活用を任意とする中国LightＩＣＴ活

用工事としての活用もできるものとする。 

２）定義 

①i-Constructionとは、ＩＣＴの全面的な活用、規格の標準化、施工時期の平準化

等の施策を建設現場に導入することによって、建設現場のプロセス全体の最適化

を図る取り組みである。本工事業務では、事業者の希望により、その実現に向け

てＩＣＴを活用した工事（ＩＣＴ活用工事）を実施するものとする。 

②ＩＣＴ活用工事とは、施工プロセスの以下の段階において、ＩＣＴを全面的に活

用する工事である。また、次のａ）からｅ）までの全ての段階でＩＣＴ施工技術

を活用することをＩＣＴ活用工事という。対象は切削オーバーレイ工事とする。 

ａ）３次元起工測量 

ｂ）３次元設計データ作成 

ｃ）ＩＣＴ建設機械による施工（選択） 

ｄ）３次元出来形管理等の施工管理（選択） 

ｅ）３次元データの納品 

３）事業者は、ＩＣＴ活用施工を行う希望がある場合、契約後、施工計画書の提出（施工

数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む）までに中国地方整備局

へ提案・協議を行い、協議が整った場合に以下の４）から 10）によりＩＣＴ活用施

工を行うことができる。 

４）本工事業務でのＩＣＴ施工は、上記ａ）からｅ）までの全ての段階でＩＣＴ施工技術

を活用することとし、切削オーバーレイ工について施工範囲の全てで適用するが、

事業者は具体的な工事内容及び対象範囲を中国地方整備局と協議すること。 

５）ＩＣＴを用い、以下の施工を実施すること。 

①３次元起工測量 

事業者は、交通規制を削減し３次元測量データを取得するため、以下のａ）か

らｄ）までから選択（複数以上可）して測量を行うこと。 

起工測量は、施工現場の環境条件を鑑みて、中国地方整備局との協議により管

理断面及び変化点の計測または面的な計測による測量を選択できるものとする。 

ａ）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

ｂ）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

ｃ）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

ｄ）その他の３次元計測技術を用いた起工測量 

②３次元設計データ作成 

事業者は、設計図書や５）①で得られた測量データを用いて、施工指示に用い

る切削計画を作成すること。また、３次元出来形管理を行う場合は、３次元設計

データを作成すること。 



23 

③ＩＣＴ建設機械による施工（選択） 

５）②で作成した３次元設計データを用い、以下に示す施工管理システムを搭

載した建設機械を用いた施工、又は従来型建設機械による施工を選択し、実施す

ること。切削指示値等に積極的に３次元設計データ等を活用すること。 

ａ）３次元位置を用いた施工管理システムを搭載した建設機械施工中の路面切

削機の作業装置位置及び切削深さ（高さ）をリアルタイムに計測・記録す

る機能を有するＩＣＴ建設機械を用い施工を行うこと。 

切削深さの計測・記録方法として、外部計測機による切削装置計測の他、

切削装置に表示される指示値を取得する方法などがある。 

④３次元出来形管理等の施工管理（選択） 

５）③で、施工管理システムを搭載した建設機械を用いた施工を選択した場合、

以下の手法により施工管理を実施するものとし、従来型建設機械による施工を選

択した場合は、従来手法による施工管理を実施するものとし、一方を選択すること。 

ａ）施工履歴データを用いた出来形管理 

ｂ）地上写真測量を用いた出来形管理 

ｃ）ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 

⑤３次元データの納品 

５）①、②及び④により確認された３次元施工管理データ等を、工事完成図書と

して電子納品すること。 

 

６）５）①から⑤までの施工を実施するために使用するＩＣＴ機器類は、事業者が調達

すること。また、施工に必要なＩＣＴ活用工事用データは、事業者が作成するものと

する。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に中国地

方整備局と協議すること。中国地方整備局は、３次元設計データの作成に必要とな

る予備設計等において作成したＣＡＤデータを事業者に貸与する。また、ＩＣＴ活

用工事を実施する上で有効と考えられる予備設計等において作成した成果品と関連

工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に事業者に貸与する

ものとする。 

７）５）①から⑤までで使用するＩＣＴ機器に入力した３次元設計データを中国地方整

備局に提出すること。 

８）土木工事施工管理基準（案）に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測

量により形状が計測出来る場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果

とする。 

９）事業者は、当該技術の施工にあたり活用効果等に関する調査を行うものとし、調査

の実施及び調査票については別途指示するものとする。 

１０）本事項に疑義を生じた場合または記載のない事項については、中国地方整備局と

協議すること。 
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ＩＣＴ活用工事について（ＩＣＴ作業土工（床掘）） 

１）ＩＣＴ活用工事 

本工事業務は、国土交通省が提唱するi-Constructionに基づき、ＩＣＴの全面的活

用を図るため、３次元設計データの作成、施工及び納品について３次元データの活用

を必須とし３次元起工測量を任意とする中国ＬｉｇｈｔＩＣＴ（作業土工（床掘））

活用工事（施工者希望Ⅱ型）である。 

２）定義 

①i-Constructionとは、ＩＣＴの全面的な活用、規格の標準化、施工時期の平準化

等の施策を建設現場に導入することによって、建設現場のプロセス全体の最適化

を図る取り組みである。本工事業務では、事業者の希望により、その実現に向け

てＩＣＴを活用した工事（ＩＣＴ活用工事）を実施するものとする。 

②中国ＬｉｇｈｔＩＣＴ（作業土工（床掘））活用工事とは、施工プロセスの以下

の段階において、ＩＣＴを全面的に活用する工事であり、以下のｂ）、ｃ）及び

ｅ）までの全ての段階でＩＣＴ施工技術を活用することをいう。 

ａ）３次元起工測量（任意） 

ｂ）３次元設計データ作成（活用提案の場合は必須） 

ｃ）ＩＣＴ建設機械による施工（活用提案の場合は必須） 

ｄ）なし 

ｅ）３次元データの納品（活用提案の場合は必須） 

３）事業者は、中国ＬｉｇｈｔＩＣＴ（作業土工（床掘））活用施工を行う希望がある場

合、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の

提出を含む）までに中国地方整備局へ提案・協議を行い、協議が整った場合に以下の

４）から８）によりＩＣＴ活用施工を行うことができる。 

（以下、ＩＣＴ活用施工を行う場合）） 

４）原則、現場条件によりＩＣＴによる施工が適当でない箇所を除く本工事業務の作業

土工施工範囲の全てを対象とすることとし、ＩＣＴ活用施工の具体的な工事内容及

び対象範囲を中国地方整備局と協議すること。 

５）ＩＣＴを用い、以下の施工を実施すること。 

①３次元起工測量（任意） 

事業者は、３次元測量データを取得するため、以下のａ）からｈ）までから選択

（複数以上可）して測量を行うこと。 

起工測量にあたっては、標準的に面計測を実施するものとするが、現場条件に

より面的計測が非効率となる場合及び、前工事での３次元納品データが活用でき

る場合においては、中国地方整備局との協議により管理断面及び変化点の計測に

よる測量が選択できるものとする。但し、ＩＣＴ土工等の起工測量データ等を活

用することができる。 
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ａ）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

ｂ）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

ｃ）ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

ｄ）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

ｅ）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 

ｆ）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

ｇ）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

ｈ）その他の３次元計測技術を用いた起工測量 

②３次元設計データ作成 

事業者は、設計図書や５）①で得られた測量データを用いて、３次元出来形管

理を行うための３次元設計データを作成すること。 

③ＩＣＴ建設機械による施工 

５）②で作成した３次元設計データを用い、以下に示すＩＣＴ建設機械を作業

に応じて選択して施工を実施すること。位置・標高をリアルタイムに取得するに

あたっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電

子基準点を活用することができる。なお、位置情報サービス事業者が提供する位

置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ作業

規程の準則（平成 20 年国土交通省告示第 413 号）付録１測量機器検定基準２-６

の性能における検定基準を満たすこと。 

 

ａ）３次元マシンコントロールまたは３次元マシンガイダンス建設機械 

建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用デー

タとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する３次元マシンコン

トロール技術または、建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに

取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する

３次元マシンガイダンス技術を用いて実施する。 

④３次元出来形管理等の施工管理 

該当なし 

⑤３次元データの納品 

５）②により作成した３次元施工管理データ等を電子納品すること。 

６）５）①から⑤までの施工を実施するために使用するＩＣＴ機器類は、事業者が調達

すること。また、施工に必要なＩＣＴ活用工事用データは、事業者が作成するものと

する。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に中国地

方整備局と協議すること。中国地方整備局は、３次元設計データの作成に必要とな

る予備設計等において作成したＣＡＤデータを事業者に貸与する。また、ＩＣＴ活

用工事を実施する上で有効と考えられる予備設計等において作成した成果品と関連

工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に事業者に貸与する
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ものとする。 

７）５）①から⑤までで使用するＩＣＴ機器に入力した３次元設計データを中国地方整

備局に提出すること。 

８）事業者は、当該技術の施工にあたり活用効果等に関する調査を行うものとし、調査

の実施及び調査票については別途指示するものとする。 

９）本事項に疑義を生じた場合または記載のない事項については、中国地方整備局と協

議すること。 

 

ＢＩＭ/ＣＩＭ適用工事について 

本工事業務は、ＢＩＭ/ＣＩＭ適用工事（発注者指定型（３次元データ貸与なし））である。 

以下に示す活用内容について、３次元モデルを作成し、活用すること。詳細について

は、中国地方整備局及び事業者間で協議し、１）から３）までにより実施する。 

事業者が希望する場合、中国地方整備局が示す活用内容以外の活用内容を提案するこ

とができる。 

なお、契約後の条件変更等により、活用効果が期待できなくなった中国地方整備局指

定による推奨項目については、中国地方整備局及び事業者間で協議の上、変更できるも

のとする。 

ＢＩＭ/ＣＩＭ適用工事に要する費用については、当初は計上していない。中国地方整

備局及び事業者間の協議に基づき、設計変更を行うものとする。 

活用内容 活用内容の詳細 

義
務
項
目 

施工計画の検討補助 
詳細設計等で作成された３次元モデルを閲覧し、施工計
画を検討する際の参考にする 

２次元図面の理解補助 
詳細設計等で作成された３次元モデルを閲覧し、２次元
図面を理解する際の参考にする 

現場作業員等への説明 
詳細設計等で作成された３次元モデルを用いて、現場作
業員等に工事の完成イメージ等を説明し、現場作業員等
の理解促進を図る 

推
奨
項
目 

重ね合わせによる確認 
３次元モデルに複数の情報を重ね合わせて表示すること
により、位置関係にずれ、干渉等がないか等を確認する 

現場条件の確認 
３次元モデルに建機等を配置し、近接物の干渉等、施工
に支障がないか確認する 

施工ステップの確認 
一連の施工工程のステップごとの３次元モデルで、施工
可能かどうかを確認する 

施工管理での活用 
３次元モデルとＡＲ、レーザー測量等を組み合わせて、
出来形の計測・管理等に活用する 
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（参考）３次元モデル作成の目安 

詳細度 
200又は300程度※１ 
※１ 構造形式がわかるモデル～主構造の

形状がわかるモデル 

属性情報※２ 
※２ 部材等の名称、規格、仕様等の情報 

オブジェクト分類名※３のみ入力し、その
他は任意とする 
※３ 道路土構造物、橋梁等の分類の名称 

１）ＢＩＭ/ＣＩＭ実施計画書の作成 

３次元モデルの活用について、以下の内容を中国地方整備局及び事業者間で協議

し、ＢＩＭ/ＣＩＭ実施計画書を作成すること。内容に変更が生じた場合は、中国地

方整備局及び事業者間で協議し、ＢＩＭ/ＣＩＭ実施（変更）計画書を作成するこ

と。また、作成したＢＩＭ/ＣＩＭ実施計画書（変更含む）に基づき、本工事業務を

実施すること。 

①３次元モデルの活用内容（実施内容、期待する効果等） 

②３次元モデルの作成仕様（作成範囲、詳細度、属性情報、別業務等で作成された

３次元モデルの使用等） 

③３次元モデルの作成に用いるソフトウェア、オリジナルデータの種類 

④３次元モデルの作成担当者 

⑤３次元モデルの作成・活用に要する費用 

２）ＢＩＭ/ＣＩＭ実施報告書の作成 

ＢＩＭ/ＣＩＭ実施計画書に基づく３次元モデルの活用について、以下の内容を記載

したＢＩＭ/ＣＩＭ実施報告書を作成すること。 

①３次元モデルの活用概要（実施概要、期待する効果の結果等、期待した効果が

十分に得られなかった場合の考察を含む） 

②作成・活用した３次元モデル（作成範囲、詳細度、属性情報、基準点の情報等） 

③後段階への引継事項（対応する無償ビューワーの種類、２次元図面との整合に

関する情報、活用時の注意点等） 

④成果物 

⑤その他（創意工夫内容、基準要領に関する改善提案・意見・要望、ソフトウェア

への技術開発提案事項等） 

３）成果の納品 

ＢＩＭ/ＣＩＭ実施計画書（変更含む）、ＢＩＭ/ＣＩＭ実施報告書及び作成した３

次元モデルを納品すること。 

 

引込管、連系管及び連系設備の施工 

事業者は、引込管、連系管及び連系設備の施工を行うものとし、電線管理者への委託

を基本とする。 
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４． 調整マネジメント業務（工事段階） 

一般事項 

事業者は、工事業務と並行して、以下に記載する各種業務について中国地方整備局と

連携の上、自ら主体的に業務をマネジメントし実施すること。 

なお、調整マネジメント業務（工事段階）については、事業の効率化を図るため、調整

マネジメント業務（設計段階）で実施してもよい。 

また、調整マネジメント業務（工事段階）においても、必要に応じて調整マネジメント

業務（設計段階）を行うこと。調整マネジメント業務（設計段階）の実施内容、占用業者

等及び関係機関との協議、要求水準等については、第２-４．調整マネジメント業務（設

計段階）に準じるものとする。 

 

業務計画 

事業者は、調整マネジメント業務（工事段階）の実施にあたり、次の（３）から（５）

に記載する各種業務について業務計画書を作成し、業務着手予定の前営業日までに、中

国地方整備局へ提出すること。 

 

打合せ 

１）事業者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、中国地方整備局と綿密に連携の上

進めるものとし、その内容について、その都度事業者が書面（打合せ記録簿）に記録

し、相互に確認すること。なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メール

等で確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成すること。 

２）業務着手時、業務の主要な区切り及び業務完了時において行うこと。 

 

工事期間における規制箇所等調整 

工事期間における規制箇所等については、施工計画書に基づき、事業者が道路管理者

及び関係機関等と調整を行うこと。 

 

地元に対する工事説明会 

事業者は、地域住民に対して工事着手前に工事内容について説明会を実施し、同意を

得るよう努めなければならない。実施方法については、第２ ３（３）に準じるものとす

る。 

 

隣接家屋・店舗等との出入口調整 

隣接家屋・店舗等との出入口については、道路管理者との協議に基づき、幅員・構造・

舗装構成を調整すること。 
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関係機関協議結果等のとりまとめ 

調整マネジメント業務において実施した関係機関協議等の経緯及び結果を整理し、中

国地方整備局に提出すること。提出期間は工事着手から施設引渡しまでとし、提出は毎

年度末の営業日までとする。 

５． 本施設の所有権移転業務 

事業者は、完成（引渡）検査後、国に対して本施設の所有権を移転すること。 

なお、本施設の引渡し予定日は、令和13年３月31日とする。 
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第４ 工事監理業務 

１． 工事監理業務 

（１）一般事項 

１）事業者は、工事業務の履行状況について、設計図書等と工事内容の整合性を確認す

るとともに、必要な検査を実施すること。 

２）事業者は、工事監理業務を適正かつ円滑に実施するため、その内容について、その都

度事業者が書面（打合せ記録簿）に記録し、中国地方整備局と相互に確認すること。

なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メール等で確認した内容につい

ては、必要に応じて打合せ記録簿を作成すること。 

３）中国地方整備局との打合せは、工事監理業務着手時、業務の主要な区切り及び業務

完了時において行うこと。なお、打合せ等は、発注者支援業務共通仕様書（案）（以

下「工事監理共通仕様書」という。）に定めるものに加え、中国地方整備局と協議の

上、実施すること。 

 

（２）業務計画 

事業者は、工事監理業務の実施にあたり業務計画書を作成し、業務着手予定の前営業

日までに中国地方整備局へ提出すること。 

 

（３）業務の実施 

事業者は、工事監理期間中は原則として工事監理業務報告書（業務月報「様式は任意」）

を中国地方整備局に提出し、工事監理状況の報告を行うこと。 

なお、工事監理業務報告書（業務月報）の提出期間は、工事着手月から施設引渡し月ま

でとし、提出は毎月末の営業日までとする。 
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第５ 維持管理業務 

１． 基本事項 

一般事項 

事業者は、維持管理対象施設について、第２ 調査・設計業務及び第３ 工事業務に示さ

れた要求水準を維持することにより、利用者の利便性・安全性を確保することを目的と

し、以下の維持管理業務を適切に遂行すること。 

また、関係法令で定める全ての点検、検査、測定等を合わせて実施すること。 

１）点検・補修業務 

２）台帳作成・管理業務 

３）調整マネジメント業務（維持管理段階） 

 

業務計画 

事業者は、維持管理業務の実施にあたり、以下に示す事項を記載した業務計画書を作

成すること。また、事業者は、入札時に提出した事業計画書に記載した内容ついて、業務

計画書へ反映するとともに、適切に業務を遂行すること。 

・業務実施体制 

・業務管理体制 

・各業務の責任者の経歴、資格等 

・業務担当者名及び経歴等 

・業務提供内容及び実施方法等 

・事業期間中の点検・補修業務の実施時期及び内容 

・業務実施の周知内容及び方法 

・業務報告の内容及び時期 

・苦情等への対応 

・災害時の対応及び想定外の事態が発生した場合の対応 

・安全管理 

・その他、必要な事項 

 

なお、以下の場合は、業務計画書を修正し、再度提出すること。 

・業務計画書の提出後、業務計画書の記載内容に変更があった場合 

・中国地方整備局に業務計画書の記載内容が不適切と判断された場合 

 

提出書類 

事業者は、以下に示す図書を中国地方整備局に遅滞なく提出すること。 

１）業務計画書 

（２）で示した業務計画書の種類と提出時期は、下表のとおりとする。 
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業務計画書 提出時期 
業務計画書 維持管理業務開始予定日の前営業日まで 
年間業務計画書 当該事業年度が開始する日の１か月前まで 

２）業務報告書 

事業者は、業務ごとの実施状況について下表に示す業務報告書を作成し、中国地方

整備局へ提出し、確認を受けること。 

提出時期 
業務報告書 

 添付すべき資料 

業務開始後速やかに 
・入線・抜柱の管理 
・管理台帳の作成及び修正 

・入線・抜柱実施計画書 
・電線共同溝管理台帳の作成 
・情報ボックス台帳の修正 

実施後速やかに 

・点検・補修記録 
・点検記録表 
・補修結果記録 

・事務手続き記録 
・占用業者の台帳閲覧申請記録 
・電線共同溝の入構記録 

・関係機関協議結果 

・打合せ記録簿 
・入線・抜柱協議結果 
・苦情等及びその対応結果 
・その他、必要な資料 

各事業年度内 
・入線・抜柱の状況 
・管理台帳の修正 

・年報 
・入線・抜柱完了報告書 
・電線共同溝管理台帳の修正 

※修正がない年度は提出不要 

※ただし、最終事業年度の最終月は除く。 

３）その他の業務報告 

事業者は、業務の遂行に支障をきたすような重大な事象が発生した場合は、速やか

に中国地方整備局に報告すること。また、中国地方整備局から業務遂行上必要な報告・

書類の提出の要請があった場合は、速やかに対応すること。 

 

交通安全管理 

１）事業者は、本業務の実施にあたっては、交通の安全について、中国地方整備局、道

路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示

に関する命令（昭和35年12月17日総理府・建設省令第３号）、道路工事現場におけ

る標示施設等の設置基準、及び道路工事保安施設設置基準（案）を準用し、安全対

策を講じること。 

２）本業務における交通誘導警備員の構成人員は、上記安全対策について、警備員等の

検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号）第２条に記載される交

通誘導警備業務を行う場所ごとに配置すること。 

交通誘導警備員Ａ及びＢは、公共工事設計労務単価に定義される職種とする。 

３）実際に交通規制を行った場合は、規制日時、場所、規制図、使用資機材、交通誘導

警備員の員数などについて、その点検作業の報告時に合わせて中国地方整備局に報

告すること。 

４）本業務の履行にあたっては、施工箇所ごとに交通誘導警備員を配置すること。 
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外部対応及び災害対応等 

事業者は、業務の実施に際して以下のことに対応すること。 

１）苦情等への対応 

事業者は、利用者からの維持管理に関する苦情・要望等に対し、緊急を要する場合は

速やかに中国地方整備局に報告し、再発防止措置を含め迅速かつ適切に対応し、その

対応結果を中国地方整備局に報告すること。なお、緊急を要さない場合は、事業者にて

適正に対応し、その対応結果を中国地方整備局に報告すること。 

また、事業者は、維持管理業務適用範囲外に関する苦情等（地域住民等からの苦情

等）を受けた場合、速やかに中国地方整備局に報告すること。 

２）災害発生及び想定外の事態が発生した場合の対応 

事業者は、災害が発生した場合、想定外の事態の発生、又は発生が予測された場

合、迅速かつ適切に対応すること。 

 

打合せ 

維持管理業務を適正かつ円滑に実施するため、中国地方整備局と事業者は常に密接な

連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都

度事業者が書面（打合せ記録簿）に記録し、相互に確認すること。 

なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、

必要に応じて打合せ記録簿を作成すること。打合せの頻度については、以下のとおりと

する。 

１）業務計画書作成時 

初年度は前年度中に確認、各年度は年度当初の打合せと合わせて実施すること。 

２）業務報告書提出時 

３）入線・抜柱等の調整のための協議時（実施時期は適宜） 

２． 点検・補修業務 

一般事項 

点検・補修業務は、維持管理対象施設の性能を満足することを目的に、定期的にその

機能、劣化状況、損傷等異常の有無の点検と必要な補修を行うものとする。 

点検・補修の結果等により、上記の目的を達成できないおそれがある場合は、必要な

対応を実施すること。 

なお、補修及び対応に関する費用負担については中国地方整備局と協議すること。 

 

要求水準 

１）事業者は、２）及び３）の点検を実施し、補修が必要と判断した場合には、中国地

方整備局と協議の上、補修を行い、所要の性能を発揮できる状態を維持するよう努

めること。 
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２）電線共同溝マニュアル（案）（第５回改訂版）（中国地方整備局）に基づき点検を

実施すること。なお、日常点検（道路巡回時等）については、徒歩による目視点検

を年１回以上行うか、又は目視点検によるときと同等の健全性の診断を行うことが

できる情報が得られると判断される方法により行うこと。 

３）特殊部は、５年ごとに１回以上内部を点検すること。 

４）事業者は、異常を発見した場合、同様の異常の発生が予想される箇所の点検を実施

すること。 

 

特記事項 

１）点検 

中国地方整備局が行う道路巡回時に異常を発見した場合は、中国地方整備局より事

業者へ報告した後、事業者は早急に状況を確認し、中国地方整備局と協議の上、補修

を行うこと。 

２）災害及び想定外の事態が発生した場合の対応 

災害等が発生した場合又は不測の事態が発生した場合、事業者は安全を確認した上

で、直ちに維持管理対象施設の点検を行い、被害状況を速やかに中国地方整備局に報

告すること。 

３）応急措置 

点検の結果、維持管理対象施設を継続使用することにより著しい損傷等が発生する

ことが想定される場合は、応急措置を講じること。 

３． 台帳作成・管理業務 

一般事項 

台帳作成・管理業務は、維持管理対象施設に係る管理台帳を作成するとともに、適宜更

新作業を行うことを目的に行うものとする。 

事業者は、電線共同溝の管理台帳を作成するとともに、必要に応じて修正すること。 

また、中国地方整備局が作成済の敷地調査図について修正を行うこと。なお、当該修正

に伴う費用については、中国地方整備局と協議して決定する。 

 

要求水準 

事業者は、入線完了後に入構状況を確認し、設計共通仕様書及び電線共同溝管理台帳

（作成例）等に基づき、本施設について電線共同溝管理台帳の作成を行うこと。 

 

特記事項 

１）管理台帳の作成 

事業者は、以下の資料を作成すること。 
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①位置図（1/25,000程度） 

②平面図（全企業者及び個別企業者ごとに作成） 

③桝詳細図 

④管路内訳 

⑤鍵管理表 

２）管理台帳の更新 

事業者は、電線共同溝の改築、維持、修繕並びに災害復旧等を施行しようとする場合及

び新たに占用者が加入する等、収容物件に変更が生ずる場合は、計画時より占用予定の

占用業者等と協議し、台帳を更新すること。 

また、事業者は、占用業者等が自己に起因する台帳の内容変更を届け出た場合及び占

用業者等から台帳の閲覧を申請された場合も、これに対応すること。 

４． 調整マネジメント業務（維持管理段階） 

一般事項 

本業務は、占用業者等と必要な調整を行い、円滑な維持管理業務の遂行を実施するこ

とを目的とする。 

 

業務計画 

事業者は、調整マネジメント業務（維持管理段階）実施について、業務計画書を作成

し、業務着手予定の前日までに、中国地方整備局に提出すること。 

 

要求水準 

１）協議・調整 

事業者は、維持管理対象施設の点検・補修、入線・抜柱等に係る調整、管路利用の管理

に際して、占用業者等と必要な協議・調整を行うこと。 

事業者が行う抜柱・入線等に係る調整については、占用業者との各種会議を活用しつ

つ進捗管理を行うこと。また、入線・抜柱の進捗状況について、適宜中国地方整備局に報

告を行うこと。事業者が行う管路利用の管理とは、占用業者の台帳閲覧申請、電線共同溝

の入構に関する事務とする。 

なお、維持管理業務に係る調整業務については、事業の効率化を図るため、調整マネジ

メント業務（工事段階）で実施してもよい。 

２）業務の範囲 

工事完了後に行う入線・抜柱に関する業務範囲は、下表のとおりとする。事業者は、設

計した連系設備整備、入線・抜柱までを計画的に実施するため、占用業者等及び関係機関

と実施工程の調整及び管理を行い、各年度の上半期中に翌年度の実施箇所や実施時期を

中国地方整備局と調整すること。申請許可等の手続き及び実施に関する業務は中国地方

整備局と占用業者等で直接行う。 
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連系設備、入線・抜柱に関する各業務範囲の役割分担 

担当 協議・調整 申請・受理 承認 実施 連絡・報告 

中国地方 
整備局 

- 
○ 

受理 
○ - - 

事業者 ○ - - - 
○ 

完了報告 

占用業者 ○ 
○ 

申請 
- 

○ 
事業者が実施
を希望する場
合は別途協議 

- 

 

３）連絡・報告 

事業者は、電線共同溝利用者及び関係機関と必要な協議・調整を行った際は、中国地

方整備局に連絡・報告を行うこと。 

４）抜柱完了時期 

抜柱は、本施設の完成（引渡）検査の日から２年以内に占用業者に完了させること。 

なお、２年以内に完了が困難な場合は、中国地方整備局と協議して対応すること。 

５）関係機関協議結果等のとりまとめ 

調整マネジメント業務（維持管理段階）において実施した関係機関協議等の経緯及

び結果を整理し、中国地方整備局に提出すること。 
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別紙１ 用語の定義 

本要求水準書において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。 

なお、各用語は五十音順に列記している。 

№ 用語 定義 

1 ＰＦＩ法 
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
（平成11年法律第117号）をいう 

2 
ＢＩＭ/ＣＩＭ 
適用業務 

本事業におけるＢＩＭ/ＣＩＭ 
（Building/Construction Information Modeling, Management）の
導入及び活用に係る業務をいう 

3 維持管理期間 本施設の引渡し以降本契約の終了日までの期間をいう 
4 維持管理企業 維持管理業務を事業者から直接受任し、又は請け負う者をいう 

5 維持管理業務 
点検業務・補修業務及び調整マネジメント業務（維持管理段階）を
総称していう 

6 
維持管理対象 
施設 

本契約に基づいて事業者が維持管理業務を実施する要求水準書にて
特定される電線共同溝（管路部、特殊部、横断部）をいう 

7 維持管理費 
中国地方整備局が事業者に支払う事業費のうち維持管理対象施設の
維持管理業務の実施による対価（消費税等を含む）をいう 

8 各業務 調査・設計業務、工事業務、工事監理業務及び維持管理業務をいう 

9 割賦手数料 
施設費を元本とする元利均等払いを前提とする割賦利率により算定
される利息の額をいい、資金調達に必要な融資等に係る金利等を含
むものをいう 

10 基本協定書 
中国地方整備局と構成員が令和６年２月頃締結予定の国道９号乙吉
電線共同溝ＰＦＩ事業 基本協定書（別紙を含む）をいう 

11 業績等 
事業者の経営管理状況、事業者及び選定企業が実施する本事業にお
ける各業務の業績及び実施状況をいう 

12 業務計画書 
各業務に関する業務の計画書（維持管理業務については、維持管理
期間の各事業年度に係る業務の計画書も含む）をいう 

13 業務不履行 
中国地方整備局による業績等に関する監視の結果、事業者の帰責事
由により要求水準を達成しないおそれがある、又は要求水準を達成
していないと判断した状態をいう 

14 業務報告書 各業務に関する業務の報告書をいう 

15 
公共施設等の 
管理者等 

ＰＦＩ法第２条第３項に定める者をいう 

16 工事監理企業 工事監理業務を事業者から直接受任し、又は請け負う者をいう 
17 工事監理業務 本施設の建設工事に対する工事監理に係る業務をいう 
18 工事期間 本施設の工事業務の着工日から本施設の引渡しまでの期間をいう 

19 工事企業 
工事業務（ただし、工事監理業務を除く）を事業者から直接受任し、
又は請け負う者をいう 

20 工事業務 
本施設の工事業務、調整マネジメント業務（工事段階）及び整備施設
の所有権移転業務を総称していう 

21 工事着手予定日 入札時に事業者が提案した工程計画に記載した、着工日をいう 

22 工事費内訳書 

電線共同溝費及び舗装復旧費を除く本件工事費等について、構成員
が本事業の入札手続において中国地方整備局に提出した積算数量書
（一式とされた細目（設計図書において施工条件が明示された項目
を除く）を除く）をいう 

23 構成員 
本事業に関する入札手続において競争参加資格の確認を受けた者の
うち、ＳＰＣに出資する者ないしは入札参加者の構成員（※ＳＰＣを
設立しない場合）をいう 

24 再受任者 本事業の実施に伴う各業務の一部を選定企業から受任する者をいう 

25 資格確認資料 
事業者及び選定企業が本事業の入札手続において中国地方整備局に
提出した競争参加資格確認資料をいう 
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26 事業期間 
事業契約の締結日を開始日（同日を含む）とし、理由の如何を問わず
本契約が終了した日又は令和35年３月31日のいずれか早い方の日を
終了日（同日を含む）とする期間をいう 

27 事業計画書 
構成員が本事業の入札手続において中国地方整備局に提出した本事
業の実施に係る提案書類一式をいい、内容の明確化にあたり、中国地
方整備局及び事業者が本契約の締結までに確認した事項を含む 

28 事業契約書 
中国地方整備局と事業者が令和６年３月頃締結予定の国道９号乙吉
電線共同溝ＰＦＩ事業 事業契約書（別紙を含む）及びこれらに関す
る質問回答書をいう 

29 事業契約書等 事業契約書、入札説明書等及び事業計画書の総称をいう 
30 事業工程表 本事業の事業期間にわたる工程表をいう 

31 事業者 
基本協定書に基づいて構成員が本事業の実施のみを目的として会社
法（平成17年法律第86号）に定める株式会社として設立した新会社な
いしは落札者の代表企業（※ＳＰＣを設立しない場合）をいう 

32 事業対象区域 本事業の事業場所である区域をいう 

33 事業年度 
事業期間中の４月１日から翌年の３月31日までの期間とし、初年度
については、事業者の設立日から最初に到来する３月31日までとす
る 

34 事業費 
中国地方整備局が事業者に支払う本事業の実施による対価の総額を
いう 

35 施設整備費 
中国地方整備局が事業者に支払う事業費のうち施設費、割賦手数料
及び施設費に係る消費税等の合計額をいう 

36 施設費 
本施設の調査・設計業務、工事業務及び工事監理業務の実施により
事業者が負担する費用の合計をいう 

37 下請負人 本事業の実施に伴う各業務の一部を選定企業から請け負う者をいう 
38 出資者 事業者の株式を所有する者をいう 
39 詳細設計業務 本施設の詳細設計及びこれに関連する業務をいう 

40 消費税等 
消費税法（昭和63年法律第108号）に定める税及び地方税法（昭和25
年法律第226号）第２章第３節に定める税をいう 

41 成果物 
要求水準に基づき事業者が作成する設計図書等その他の一切の書類、
図面、写真、映像等の総称をいう 

42 施工計画書 本施設の施工に関する計画書をいう 
43 設計企業 調査・設計業務を事業者から直接受任し、又は請け負う者をいう 

44 設計図書等 
本施設の詳細設計の内容を示す設計図書及び関連する調査の結果を
示す報告書をいう 

45 選定企業 
事業契約に定める設計企業、工事企業、工事監理企業及び維持管理
企業の総称をいう 

46 選定事業 ＰＦＩ法第２条第４項に定める選定事業をいう 

47 その他の費用 
中国地方整備局が事業者に支払う事業費のうち引渡日以降の事業者
の運営費及び事業者の税引前利益等（消費税等を含む）をいう 

48 知的財産権等 
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権の
総称をいう 

49 調査業務 事業対象区域における踏査、調査及び関連するその他の業務をいう 

50 調査・設計業務 
調査業務、詳細設計業務及び調整マネジメント業務（設計段階）を
総称していう 

51 
調整マネジメント 
業務 

調整マネジメント業務（設計段階）、調整マネジメント業務（工事段
階）及び調整マネジメント業務（維持管理段階）を総称していう 

52 
調整マネジメント 
業務(維持管理段階) 

維持管理業務と平行して占用業者等との間で行う必要な調整業務等
をいう 

53 
調整マネジメント 
業務（工事段階） 

工事業務の実施にあたり必要となる規制箇所等の調整や隣接家屋・
店舗等との出入口調整等の調整業務等をいう 
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54 
調整マネジメント
業務（設計段階） 

詳細設計業務と平行して占用業者等や地元住民等関係機関との間で
行う調整業務等をいう 

55 点検業務 
維持管理対象施設の性能及び機能を適正に維持管理するための点検
その他の業務をいう 

56 電線共同溝費 
本件工事費等のうち、要求水準書にて特定される電線共同溝等（管路
部、特殊部、横断部）の工事業務に係る工事費をいう 

57 
入札時 
積算内訳書 

構成員が本事業の入札手続において中国地方整備局に提出した電線
共同溝費及び舗装復旧費に係る単価、数量その他の必要事項を記載
した書類をいう 

58 入札説明書等 
中国地方整備局が本事業の入札手続において配布又は開示した一切
の資料（本要求水準書を含む）及び当該資料に係る質問回答書をいう 

59 引渡日 事業者が中国地方整備局に本施設を実際に引渡す日をいう 
60 引渡予定日 本施設の引渡予定日である令和13年３月31日をいう 

61 不可抗力 

天災その他の自然的又は人為的な事象であって、中国地方整備局及
び事業者のいずれにもその責を帰すことの出来ない事由（経験ある
中国地方整備局及び事業者側の責任者によっても予見し得ず、若し
くは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的
に期待できないような一切の事由）をいう 

62 閉庁日 
行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第１条に規定
された行政機関の休日をいう 

63 法令等 
法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指
導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並び
にその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう 

64 法令等の変更等 
事業契約の締結時点における既存の法令等の変更若しくは廃止又は
新たな法令等の新設をいう 

65 補修業務 
維持管理対象施設の性能及び機能を適正に維持管理するための補修
その他の業務をいう 

66 舗装復旧費 
本件工事費等のうち、要求水準書にて特定される車道及び歩道の復旧
に関する工事業務に係る工事費をいう 

67 本件工事 本施設の建設工事をいう 

68 本件工事費等 

本施設の施設費のうち、調査・設計業務に係る費用、工事業務に係る
費用、工事監理業務に係る費用、調整マネジメント業務（設計段階）
及び調整マネジメント業務（工事段階）に係る費用の合計額（消費税
等を含む）をいう 

69 本事業 
事業契約書等及びＰＦＩ法に基づいて実施する国道９号乙吉電線
共同溝ＰＦＩ事業をいう 

70 本施設 
本事業に関し、事業者が調査・設計業務、工事業務及び工事監理業務
を実施する、要求水準書にて特定される電線共同溝等（管路部、特殊
部、横断部）、歩道、道路附属物及び車道をいう 

71 
本施設の所有権 
移転業務 

本施設の所有権を中国地方整備局に移転させる業務をいう 

72 要求水準 

事業契約、要求水準書及び事業計画書に定める中国地方整備局が本
事業の実施にあたり、事業者に履行を求める水準をいう。なお、事業
計画書に記載された提案内容が要求水準書に示された水準を上回る
場合は、当該提案内容による水準を適用する 

73 要求水準書 
国道９号乙吉電線共同溝ＰＦＩ事業に係る要求水準を記載した書面
をいう 
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別紙２ 事業対象区域図 
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別紙３ ア 調査・設計業務 ・ イ 工事業務 ・ ウ 工事監理業務の対象範囲 

 
■平面図 

 

 

 

 

 

■標準横断図（管路部） ■標準断面図（特殊部） 
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別紙４ エ 維持管理業務の対象範囲 

 

■平面図 

 

 

 

 

 

■標準横断図（管路部） ■標準断面図（特殊部） 
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電線共同溝管路試験要領（案）

tatsuya.yatsufuji
テキストボックス
別紙5　電線共同溝管路試験要領（案）



管路試験 

 
 管路の布設が終了したら、埋設管路では埋戻し前か終了後に、露出、添架配管ではケーブル入線前

に、必ず管路が完全に接続され、良好に布設されているか否かを試験し、試験の結果、不合格の時は、

手直しを実施する。 

 なお、工事完成時には試験表を提出するものとする。 

 

【道路管理用】 

（１） 試験項目 

管路の試験と種類と適用範囲について表２．２－１１に示す。 

 
表 ２．２－１１ 試験の適用表 

 

    管種・管径 

 

 
試験内容 

管 路 及 び 地 下 配 線 管 路 

鋼管 

100A 

鋼管 

80A 

鋼管 

65A 

鋼管 

50A 

VE 管 

82 

VE 管 

70 

VE 管 

50 

FEP 

80 

FEP 

50 

通 過 試 験 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

気 圧 試 験 △ △ × × × × × × × 

 
○ ：実施する ， △：省略しても良い， ×：実施しない 

 

 
ア 通過試験 

  引き通し線に毛ブラシ、雑巾の順に清掃用品を取付け、管路内の清掃を行った後、マンドリルま

たはテストケーブルを用いて行う試験。 

 

イ 気圧試験 

  通過試験を行った後、管路内に圧搾空気を送り込み、空気が漏洩するか否かを試験し、管路の水

密性を調べる試験。なお、この試験はφ５０mm 以下の管路には適用しない。 
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（２） 試験方法 

ア 通過試験 

  中間試験と最終試験があり、中間試験は管の布設途中において管路を縦断、平面的に曲

げた場合、その状況を勘案の上、必要に応じて実施する。 

  最終試験は１管路区間の布設、埋戻し後（コンクリート打設の場合はコンクリート打設

前）に実施し、中間試験を実施したものを必ず実施する。 

  以下に最終試験を実施する場合の試験方法につき述べるが、中間試験もこれに準ずるも

のとする。 

 
① 試験材料及び器具 

 ａ マンドリル 

   マンドリルは、直線管路の通過試験の際に使用する木製の棒で、両端に引き通し線が

容易に取付けられる構造となっている。材質は容易に摩擦されない堅材（ケヤキ、クスノキ

等）で、寸法・形状は表２．２－１２及び図２．２－５５のとおりである。 

 
表 ２．２－１２ マンドリルの規格表  （mm） 

 

管     種 Ｌ      φ 

５０ＡまたはＶＥ５４ ３００    ４０ 

６５ＡまたはＶＥ７０ ３００    ５０ 

８０ＡまたはＶＥ８２ ３００    ７０ 
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 ｂ テストケーブル 

     短区間の配管で、マンドリルによる通過試験が不能の場合に使用するもので、管内径に適

合するケーブルをケーブルグリップにより巻きつけツイストレスを経由して引き通し試験

をする。これに使用するケーブルは外被にキズが少ないものを用い、管内部のキズを発見で

きるものでなければならない。 

     形状・寸法は図２．２－５６及び表２．２－１３のとおりである。 
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表 ２．２－１３ テストケーブルの規格 

 

用 途 管   種 使用ケーブル 

通信用 

５０Ａ又はＶＥ５４ ４０φ 

６５Ａ又はＶＥ７０ ５０φ 

８０Ａ又はＶＥ８２ ６０φ 

照明用 

５０Ａ又はＶＥ５４ 

以上の管 

 導体断面積が２２ｍ㎡以上の 

ビニールシースケーブルで、そ 

の仕上がり外径は管内径の６７ 

％以上のもの 

 

 
  ｃ 引き通し線 

    通過試験の際に清掃用具及びマンドリル等に管路内を通過させるための引線であり、一般に

は、φ４．０～４．５ｍｍの鉄線、ワイヤーロープ等を使用する。 

 
  ｄ 線とおし材料及び器具 

    管路内に引通し線を通すために使用する材料及び器具で、短区間では竹材細径のビニ 

   －ルパイプ、又は銅線による。 

    長い区間は線とおし器具を用い、圧搾空気を利用して行う。 

    （図 ２．２－５７参照） 

 
  ｅ 試験表の提出 

    管路がマンドリルで通過したか、テストケーブルで通過したかの試験表を提出する。 
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   ｅ 清掃用具 

     毛ブラシ、雑巾等があり、管の内面を十分清掃できるものでなければならない。 
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【通信ケーブル（ＮＴＴ仕様）用】 

（１） 試験項目 

  ＮＴＴの通信ケーブルを布設する公称φ７５ｍｍＰＶ管の試験項目は、「管路通過性能試験」、 

 「管路接続性能試験」とする。 

 
 ア 管路通過性能試験 

   下図のマンドレルがスムーズに通過すること。 

 

 

 

通線後、下図のように毛ブラシ、ウエス（雑巾を 40cm 間隔で 2 箇所）の順に取付け、管路内を清掃

すること。ウエスの大きさは表２．２－１４に示す。 

4.0mm鉄線

ウエス毛ブラシ ウエス

図－１　毛ブラシ、ウエス（雑巾）の取付け

表　2.2－14　通過性能確認ウエス

管　径

φ７５ ２３ｃｍ以上

ウエスの最小外周長

 

       イ 管路接続性能試験 

・管路接続性能試験方法 

  管路内空気圧を 0.0490Mpa(0.5kgf/ｃ㎡)とし、３分間放置して圧力低下が 

0.00196Mpa(0.02kgf/ｃ㎡)以下であること。 

※１kgf/c ㎡＝0.0980665Mpa 

 
・管路接続性能試験の目的 

  管路が正常に接続され、水密性を保持しているかどうか確認するため。 

  水密性が保持されていない場合、地下水の流入に伴い土砂が管路内に堆積し、 

  ケーブルの布設に支障を生じる。また、ケーブル布設済管路に土砂が堆積した 

  場合、ケーブル更改時の撤去が困難となることが予想される。 
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【電力ケーブル（中国電力仕様）用】 

 ケーブルを入れる管路は、事前に清掃と導通試験を行わなければならない。 

 

（１） 試験器具 

 ａ 管路導通試験棒（ボビン） 

   管路導通試験棒（ボビン）は原則として、太さ（管路内径－10mm）×長さ（600mm） 

  ものを使用する。 

   ただし、曲率半径が小さい場合や管路接続箇所を屈曲させている場合は、下表に示した 

  試験棒長さ以下のものを使用する。（この場合も試験棒太さは管路内径－10mm とする） 

 

 

 

曲率 接続部
半径 角   度 管路 200mm 管路 150mm 管路 100mm 管路  80mm 管路 75mm 管路  65mm

0.0 33.4 33.1 32.8 32.7 32.6 32.6
0.5 32.4 32.1 31.7 31.6 31.6 31.5
1.0 31.4 31.0 30.7 30.6 30.5 30.5

1.3 1.5 30.4 30.1 29.7 29.6 29.5 29.4
2.0 29.5 29.1 28.7 28.6 28.6 28.5
2.5 28.6 28.2 27.8 27.7 27.6 27.5
3.0 27.8 27.4 27.0 26.8 26.7 26.6
0.0 63.8 63.7 63.5 63.5 63.5 63.4
0.5 59.7 59.5 59.4 59.3 59.3 59.2
1.0 55.9 55.7 55.5 55.4 55.4 55.3

5 1.5 52.3 52.1 51.9 51.8 51.8 51.8
2.0 49.1 48.8 48.6 48.5 48.5 48.4
2.5 46.1 45.8 45.6 45.5 45.4 45.4
3.0 43.3 43.1 42.8 42.7 42.6 42.6
0.0 69.8 69.7 69.5 69.5 69.5 69.4
0.5 64.9 64.7 64.5 64.5 64.5 64.4
1.0 60.3 60.1 59.9 59.9 59.8 59.8

6 1.5 56.1 55.9 55.7 55.6 55.6 55.6
2.0 52.3 52.1 51.9 51.8 51.7 51.7
2.5 48.8 48.6 48.3 48.2 48.2 48.2
3.0 45.7 45.4 45.1 45.0 45.0 45.0
0.0 89.9 89.8 89.6 89.6 89.6 89.6
0.5 81.6 81.5 81.4 81.3 81.3 81.3
1.0 74.3 74.1 74.0 73.9 73.9 73.9

10 1.5 67.7 67.5 67.3 67.3 67.3 67.2
2.0 61.8 61.7 61.5 61.4 61.4 61.3
2.5 56.7 56.5 56.3 56.2 56.2 56.1
3.0 52.2 51.9 51.7 51.6 51.6 51.5
0.0 109.9 109.8 109.7 109.7 109.7 109.6
0.5 97.7 97.6 97.4 97.4 97.4 97.4
1.0 87.0 86.8 86.7 86.6 86.6 86.6

15 1.5 77.7 77.5 77.4 77.3 77.3 77.3
2.0 69.7 69.5 69.4 69.3 69.3 69.3
2.5 62.9 62.7 62.5 62.4 62.4 62.4
3.0 57.0 56.8 56.6 56.5 56.5 56.5
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   （参考） 試験棒長さの算定式 

 

 
 

    ｌ ：導通可能試験棒長さ 

    ｄ ：試験棒外径 

    Ｒ ：曲管の曲率半径 

    ｄ１ ：管内径 

    α ：接続部屈曲角度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

曲率 接続部
半径 角   度 管路 200mm 管路 150mm 管路 100mm 管路  80mm 管路 75mm 管路  65mm

0.0 126.8 126.7 126.6 126.6 126.6 126.6
0.5 110.6 110.5 110.4 110.4 110.4 110.3
1.0 96.8 96.7 96.5 96.5 96.5 96.4

20 1.5 85.1 84.9 84.8 84.7 84.7 84.7
2.0 75.3 75.1 75.0 74.9 74.9 74.8
2.5 67.1 66.9 66.7 66.7 66.6 66.6
3.0 60.2 60.0 59.9 59.8 59.8 59.7
0.0 141.7 141.6 141.5 141.5 141.5 141.5
0.5 121.6 121.5 121.4 121.4 121.4 121.4
1.0 104.8 104.7 104.6 104.5 104.5 104.5

25 1.5 90.9 90.8 90.6 90.6 90.6 90.5
2.0 79.5 79.3 79.2 79.1 79.1 79.1
2.5 70.2 70.0 69.8 69.8 69.7 69.7
3.0 62.5 62.3 62.1 62.1 62.1 62.0
0.0 155.2 155.1 155.0 155.0 155.0 155.0
0.5 131.3 131.2 131.4 131.1 131.0 131.0
1.0 111.6 111.5 111.4 111.3 111.3 111.3

30 1.5 95.6 95.5 95.4 95.3 95.3 95.3
2.0 82.8 82.7 82.5 82.5 82.5 82.4
2.5 72.5 72.4 72.2 72.2 72.1 72.1
3.0 64.2 64.1 63.9 63.8 63.8 63.7
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